
議案第２７号 
 
 

令和７年度沼田市国民健康保険特別会計予算 
 
 令和７年度沼田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，１９５，５９９千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。 
 
 
  令和７年２月２５日提出 

                    

 

                      沼田市長  星 野   稔    





 

 

 

 

 

 

 

令  和  ７  年  度 

 

 

沼田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























一般職
会計年度任用職員

( )

( )

( )

※(　　　　)内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

給 与 費 明 細 書

289 35 324
比　較

職員手当
内訳

区 分 期 末 手 当

本年度 526

前年度 490

比　較 36

勤 勉 手 当

373
346
27

226 63

4,351 836 5,187
前年度

2
6,054

902 6,378

867

区分
職員数 給与費

共済費

本年度
2

4,577 899 5,476

（単位：千円）

合計 備考
(人) 報酬 給料 職員手当 計
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議案第２８号 
 
 

令和７年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算 
 
 令和７年度沼田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８３９，５４３千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 
 
  令和７年２月２５日提出 

                    

 

                      沼田市長  星 野   稔    





 

 

 

 

 

 

 

令  和  ７  年  度 

 

 

沼田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













議案第２９号 
 
 

令和７年度沼田市介護保険特別会計予算 
 
 令和７年度沼田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，１７５，１６１千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。 
 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用 

 
 
  令和７年２月２５日提出 

                    

 

                      沼田市長  星 野   稔    





 

 

 

 

 

 

 

令  和  ７  年  度 

 

 

沼田市介護保険特別会計予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































議案第３０号 
 
 

令和７年度沼田市電気事業特別会計予算 
 
 令和７年度沼田市の電気事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６９，５４５千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。 
 
 
  令和７年２月２５日提出 

                    

 

                      沼田市長  星 野   稔    





 

 

 

 

 

 

 

令  和  ７  年  度 

 

 

沼田市電気事業特別会計予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

１ 普 通 債 662,370 1,003,415 0 56,021 947,394

 (1) 電 気 662,370 1,003,415 0 56,021 947,394

合　　　　　計 662,370 1,003,415 0 56,021 947,394

地 方 債 の 令 和 ５ 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 令 和 ６ 年 度 末
及 び 令 和 ７ 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

区          分
令 和 5年 度 末
現 在 高

令 和 6年 度 末
現在高見込額

令和7年度中増減見込み
令 和 7年 度 末
現在高見込額
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